
【令和元年度クーポン券交付対象者】昭和 47年４月２日～昭和 54年４月１日生まれの男性
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　地方自治体で働く臨時・非常勤職員の適正な任用を確保するため、地方公務員法及び地方自治法が改
正され、新たに「会計年度任用職員制度」が創設されました。　　
　白鷹町の臨時・非常勤職員においても、これまで「日々雇用職員」や「嘱託職員」として業務に従事
いただいておりましたが、令和２年４月１日以降は、すべて「会計年度任用職員」として業務に従事し
ていただくこととなります。

会計年度任用職員制度の主なポイント

①任期は、最大で１会計年度内（４月～翌年３月まで）となります。（再度の任用も可能）
②任用は、選考（書類選考又は面接等）により行います。
③次のような服務の適用が地方公務員法で明確に規定されました。
　・秘密を守る義務
　・政治的行為の制限　など
④給与や勤務条件については、地方公務員法の「職務給の原則」「国等との均衡の原則」などが常
　勤職員と同様に適用されます。
　・給料は、その職務の困難度や責任等に基づき、学歴や経験年数を考慮した上で決定されます。
　　（職種ごとに一定の上限があります。）
　・手当は、これまでの時間外勤務手当や通勤手当等に加え、新たに期末手当（支給月数は任期に
　　応じて最大で給料月額の 2.6 か月分／年）が支給されます。
　・休暇については、これまでの年次有給休暇や忌引休暇等に加え、夏季休暇（有給）や育児・介
　　護関係の休暇（無給）等が新設されます。（任期や勤務時間等による要件があります。）
⑤人事評価の対象となります。

※選考については、これまでどおり、事前に登録いただいた方を対象に実施します。
　なお、登録の募集は、広報しらたか１月号及び町ホームページでお知らせします。
※具体的な勤務条件については、募集時に掲載します。
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